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● 「３年ぶり」にようやく開催 ～ 感染対策を講じながら ～

令和４年～
第２期行橋市教育振興基本計画スタート

上記が「４つの目標」となります

“ 子どもたちのために寄贈して頂きました ”

◆ 令和４年度 「市民大学講座 前期」
・日程：5/26（木）～7/14（木）
・参加人員： 26名

◆ 第４５回 「行橋市水泳記録会兼県民予選」
・日程：7/3（日）
・参加人員： ３７名

◆ 令和４年度 「連歌講座（実作練習会）」
・日程：７/2３（土）・８/２７（土）
・参加人員： ３９名

◆ 令和４年度 「読書リーダー養成講座」
・日程：７/2７（水） ・参加人員： 19名

コスモスの種

（一社）行橋市観光協会様 公益社団法人 行橋法人会様

租税教育ＤＶＤ 交通安全横断旗

行橋みやこ
ローターアクトクラブ様

なわとび・長なわ

こくみん共済（全労済）様



行橋市教育委員会の情報はこちら▼

www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/educate/

子どもの権利条約とは？

● いよいよキックオフ

本年６月１５日に「こども基本法」が成立、これは日本が１９９４年に批准した「子ども権利条約」
に包括的に対応するための法律です。
また「子ども権利条約」は１９８９年の国連総会で採択されました。

１．生きる権利

病気などで命をうば
われないように、病気
やけがをしたら治療を
受けられることなど

２．育つ権利

教育を受け、休んだり
遊んだりできること
考えや信じることの
自由が守られ、自分ら
しく育つことができる
こと

３．守られる権利

あらゆる種類の虐待や
搾取などから守られる
こと
障がいのある子どもや
少数民族の子どもな
どは特に守られること

４．参加する権利

自由に意見をあらわ
したり、集まって
グループをつくったり
自由な活動を行った
りできることなど

子どもの権利条約（４つの柱）

家庭は子どもの人格を形成する重要な場であり、人を大切にする人権教育の出発点です。
子どもが「保護者から大切にされている」という実感を味わうことで、自分らしく成長し、自分や周りの
人を大切に思う心が育まれます。

＜＜ 子どもが自分らしく成長するために ＞＞
★安心感を生むかかわり
・保護者から聞き手となり、子どもの話を最後まで聴きましょう。
・「おはよう」「おかえり」などのあいさつから始まる温かい声かけをしましょう。

★その子らしさを大切にしたかかわり
・子どもの姿を肯定的に受け止め、周りと比較しないようにしましょう。
・子どもの前向きな気持ちを大切にして、励ましましょう。

★子どものやりたいこと（意思）を大切にしたかかわり
・子どものやりたいこと（意思）を、まず受け止めましょう。
・子どもが進んで物事に取り組めるように協力しましょう。

◆ 家庭でできる人権教育 ～ 子どもが自分らしく成長するために ～

令和４年３月 福岡県教育庁
京築事務所 人権・同和教育室
家庭でできる人権教育資料より抜粋

◇第２期行橋市「生涯学習推進計画」策定

「第１回 行橋市生涯学習推進計画策定委員会」
・日時：7/22（金） １０：００～ ・策定委員：１３名

＜＜策定期間＞＞
◇計画期間：令和５年度～１４年度までの１０年間
◇基本構想／基本計画最終案：令和５年２月予定

◇「ゆくはしシーサイドハーフマラソン2023」

「ゆくはしシーサイドハーフマラソン第１回実行委員会」
・日時：7/22（金） １５：００～ ・実行委員：２４名
＜＜大会概要＞＞ ※コロナ感染状況によって変更の可能性あり

◇開催日：令和５年1月２９日（日） スタート ９：３０
◇参加人数：３，０００名
◇エントリー受付：９月１５日（木）～１０月３１日（月）
◇内容：ハーフマラソン・併催レース（5km・2.5km）

● ７月のトピックス
◇定期学校訪問 前期 ※前期定期学校訪問は２年ぶりに実施

・日程：7/6（水）・１１（月）・１３（水）
・訪問校：今元小・今元中・泉中・泉小・蓑島小

タブレットを活用した
英語の授業

文章をタイピングで入力
国語の授業

自分の演技を映像で確認
体育の授業

http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/educate

